
第７号議案

中間市情報公開条例の一部を改正する条例

この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。

令和５年２月２８日提出

中間市長 福田 浩



中間市情報公開条例の一部を改正する条例

中間市情報公開条例（平成12年中間市条例第16号）の一部を次のように改正する。

目次中

「

」

「

」

改める。

第２条第１項中「、公平委員会」を削り、「、消防長及び」を「及び消防長、中間市等公

平委員会並びに」に改める。

第10条第１項中「起算して14日」を「30日」に改め、同条第４項前段中「当該決定を」の

次に「30日以内に限り」を加える。

第29条を第31条とし、第24条から第28条までを２条ずつ繰り下げる。

第３章中第23条を第25条とし、第20条から第22条までを２条ずつ繰り下げる。

第19条中「第17条第１項」を「第19条第１項」に改め、同条を第21条とし、第18条を第20

条とし、第14条から第17条までを２条ずつ繰り下げる。

第２章中第13条を第15条とし、第12条を第14条とする。

第11条第２項中「14日」を「２週間」に改め、同条を第13条とし、第10条の次に次の２条

を加える。

（公開の請求に対する決定の期限の特例）

第11条 公開の請求に係る情報が著しく大量であるため、第９条の規定による請求書の提出

があった日から60日以内にその全てについて前条第１項の決定をすることにより事務の遂

行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同項又は同条第４項の規定にかかわらず、

実施機関は、当該請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に同条第１項の決

定をし、残りの情報については相当の期間内に同項の決定をすれば足りる。この場合にお

いて、実施機関は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面によ

り通知しなければならない。

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由

(２) 残りの情報について前条第１項の決定をする期限

（事案の移送）

第12条 実施機関は、公開の請求に係る情報が当該実施機関以外の実施機関から提供された

ものであるとき、その他他の実施機関において第10条第１項の決定をすることにつき正当

第２章 情報の公開（第５条―第13条）

を第３章 救済手続（第14条―第23条）

第４章 補則（第24条―第29条）

第２章 情報の公開（第５条―第15条）

に第３章 救済手続（第16条―第25条）

第４章 補則（第26条―第31条）



な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移

送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案

を移送した旨を書面により通知しなければならない。

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、第10条第

１項の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にし

た行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第１項の規定により情報の公開を

決定したときは、当該実施機関は、情報の公開をしなければならない。この場合において、

移送をした実施機関は、当該情報の公開に必要な協力をしなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年

法律第37号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第51条の規定に限る。）の施行の日か

ら施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行日前に情報の公開が請求された場合における改正前の中間市情報公開条

例第10条及び第11条第２項に規定する期間については、なお従前の例による。



中間市情報公開条例新旧対照表

改正後 改正前

目次 目次

第２章 情報の公開（第５条―第15条） 第２章 情報の公開（第５条―第13条）

第３章 救済手続（第16条―第25条） 第３章 救済手続（第14条―第23条）

第４章 補則（第26条―第31条） 第４章 補則（第24条―第29条）

（定義） （定義）

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選

挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、

公営企業管理者及び消防長、中間市等公平委員会並びに議会をい

う。

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選

挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価

審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会をいう。

２・３ （略） ２・３ （略）

（請求に対する決定等） （請求に対する決定等）

第10条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったとき

は、当該請求書の提出があった日から30日以内に当該請求に対する

諾否の決定をしなければならない。ただし、請求書の形式上の不備

について補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。

第10条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったとき

は、当該請求書の提出があった日から起算して14日以内に当該請求

に対する諾否の決定をしなければならない。ただし、請求書の形式

上の不備について補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した

日数は、当該期間に算入しない。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内

に同項の決定をすることができないときは、当該決定を30日以内に

限り延期することができる。この場合において、実施機関は、請求

者に対し、速やかに、当該延期の理由及び当該決定をすることがで

４ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内

に同項の決定をすることができないときは、当該決定を延期するこ

とができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速や

かに、当該延期の理由及び当該決定をすることができる期日を通知



きる期日を通知しなければならない。 しなければならない。

（公開の請求に対する決定の期限の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第11条 公開の請求に係る情報が著しく大量であるため、第９条の規

定による請求書の提出があった日から60日以内にその全てについて

前条第１項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ず

るおそれがある場合には、同項又は同条第４項の規定にかかわら

ず、実施機関は、当該請求に係る情報のうちの相当の部分につき当

該期間内に同条第１項の決定をし、残りの情報については相当の期

間内に同項の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関

は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書

面により通知しなければならない。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 残りの情報について前条第１項の決定をする期限 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（事案の移送） ＿＿＿＿＿＿＿

第12条 実施機関は、公開の請求に係る情報が当該実施機関以外の実

施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関におい

て第10条第１項の決定をすることにつき正当な理由があるときは、

当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移

送することができる。この場合においては、移送をした実施機関

は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければ

ならない。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機

関において、第10条第１項の決定をしなければならない。この場合

において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受け

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



た実施機関がしたものとみなす。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第１項の規

定により情報の公開を決定したときは、当該実施機関は、情報の公

開をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関

は、当該情報の公開に必要な協力をしなければならない。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（第三者の情報） （第三者の情報）

第13条 （略） 第11条 （略）

２ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書（以下「反

対意見書」という。）を提出した場合において、公開の決定をする

ときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも２

週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公

開の決定後直ちに、その第三者に対し、公開の決定をした旨及びそ

の理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならな

い。

２ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書（以下「反

対意見書」という。）を提出した場合において、公開の決定をする

ときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14

日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開

の決定後直ちに、その第三者に対し、公開の決定をした旨及びその

理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならな

い。

（公開の実施及び方法） （公開の実施及び方法）

第14条 （略） 第12条 （略）

２ （略） ２ （略）

（費用負担） （費用負担）

第15条 （略） 第13条 （略）

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） （審理員による審理手続に関する規定の適用除外）

第16条 （略） 第14条 （略）



（審査請求があった場合の措置） （審査請求があった場合の措置）

第17条 （略） 第15条 （略）

２ （略） ２ （略）

（情報公開・個人情報保護審査会） （情報公開・個人情報保護審査会）

第18条 （略） 第16条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限）

第19条 （略） 第17条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（意見の陳述） （意見の陳述）

第20条 （略） 第18条 （略）

２ （略） ２ （略）

（委員による調査手続） （委員による調査手続）

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に

第19条第１項の規定により提示された情報を閲覧させ、同条第４項

の規定による調査をさせ、又は前条第１項本文の規定による審査請

求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

第19条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に

第17条第１項の規定により提示された情報を閲覧させ、同条第４項

の規定による調査をさせ、又は前条第１項本文の規定による審査請

求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

（意見書等の提出） （意見書等の提出）

第22条 （略） 第20条 （略）



（提出資料等の閲覧等） （提出資料等の閲覧等）

第23条 （略） 第21条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（調査及び審査手続の非公開） （調査及び審査手続の非公開）

第24条 （略） 第22条 （略）

（答申書の送付等） （答申書の送付等）

第25条 （略） 第23条 （略）

（検索資料の作成等） （検索資料の作成等）

第26条 （略） 第24条 （略）

（実施状況の公表） （実施状況の公表）

第27条 （略） 第25条 （略）

（他の制度等との調整） （他の制度等との調整）

第28条 （略） 第26条 （略）

２ （略） ２ （略）

（情報公開の総合的推進） （情報公開の総合的推進）

第29条 （略） 第27条 （略）

（出資法人等の情報公開） （出資法人等の情報公開）

第30条 （略） 第28条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）



（委任） （委任）

第31条 （略） 第29条 （略）


